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研究成果の概要（和文）：刑事訴訟における自白や黙秘権、証拠法にまつわる議論は、戦略的な

環境における一種のゲームの議論とみなすことが出来る。本研究は、刑事訴訟に関するゲーム

理論モデルの構築・分析を行った。続けて法と経済の境界領域の応用・実験研究を行った。刑

の重さ・犯罪の価値・犯罪の社会的費用などの変化が、犯罪や冤罪の発生確率に与える影響を

明らかにした。企業の垂直統合にまつわる応用研究も行い、独占禁止法などの公的規制につい

て理解を深めた。ゲーム理論モデルの実験を実施する中で、必ずしも合理的ではない実際の被

験者の行動に、実験フレームや初期保有ポイントの格差が強く影響することが顕在化し、これ

らに関して進化ゲームの理論的研究や応用実験を試みた。 
  
研究成果の概要（英文）：Criminal justice systems are regarded as games where players play 
them strategically. We examined models of criminal procedure based on game theory and 
analyzed them. We investigated some effects of questions of law, the value of the crime and 
the social costs of the crime on the false accusations and the criminal acts. In addition, we 
applied game theory to law and economics, and conducted some experiments of these. In 
applications, we produced a model of vertical integration of firms and analyzed regulation 
for these firms. In experiments of our game models, we found out that the frame of the 
experiments (for example, the inequality of initial endowments among subjects) had 
remarkable effects on the behavior of subjects. Following these findings, we examined an 
evolutionary model of frame effects and conducted experiments on some models for these 
effects. 
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１． 研究開始当初の背景 
  

訴訟プロセスやその手続きにまつわる議
論は、戦略的な状況における当事者の駆け引
きという側面を抜きには語れない。元来、経
済学では、戦略的な意思決定が重要な状況を
分析するためのツールとして、ゲーム理論の
応用が著しかった。「法と経済」という研究
分野は、米国の法学研究の状況と比較すると、
わが国では、比較的、新しい分野と考えられ
ているといえよう。そこで、この融合的な研
究領域において、研究の進展が著しいゲーム
理論の新しい知見を用いて、詳細な研究を試
みようと考えた。特に、我が国の刑事訴訟法
に関して、ゲーム理論の応用研究は数少ない。
本研究では特にゲーム理論の実験に基づい
た行動ゲーム理論、プレイヤーの適応的な行
動変化に基づいて安定的に観察される行動
を分析する進化ゲーム理論の適切かつ新し
い応用が期待された。また、実験の実施から
得られた知見や、法学と経済学双方の専門家
の融合的な 議論を通して、より新領域を切
り開くべく研究も計画に含めた。刑事訴訟の
分析的な研究から始め、専門的な知識も交え
つつ社会秩序学という大きなテーマに対し
て、最新のゲーム理論によるアプローチの可
能性を探るべく研究を開始した。 
 
 
２．研究の目的 
  
(1) 刑事訴訟法の特に証拠法や黙秘権の問題
を、当事者の戦略的な観点から分析し、その
経済的な厚生の基準に照らして評価する。そ
の基本的な分析をもとに、実験やそれに基づ
く理論の検証を行う。 
 
(2) 上記の検証作業の結果を進化ゲームなど
のツールを用いて、人々の集団が安定的にと
ると予想される行動について分析し、その結
果にもとづいて社会的秩序のダイナミック
な形成に関する考察を深めるのが本研究の
目的である。 
 
(3) 本研究はゲーム理論をベースにした「法
と経済」の融合領域の学際研究という側面も
ある。そのため、企業経済論（産業組織論）
や公共選択論といった応用経済の分野と法
学との有機的な融合を、本研究の応用という
形で試みる。 
 
 
３．研究の方法 
 
(1)ゲーム理論におけるゲームの一つのクラ
スである査察ゲーム（inspection game）を
基礎に、刑事訴訟、特に証拠法にまつわる問

題の理論モデルを構築する。査察ゲームは、
査察をするプレイヤー（以後、プレイヤーA）
と、査察を受けるプレイヤー（以後プレイヤ
ーB）から成る。プレイヤーAは、証拠の強さ
に応じて、査察を受けるプレイヤーBが、実
際は不法行為をしたか、していないかを判断
しなければならない。プレイヤーAは、実際
にプレイヤーBが不法行為をしたかどうかは
観察できない。証拠はある外生的な仕掛けに
よって発生すると仮定する。プレイヤーAは
ランダムに発生する証拠の強さにおいて、あ
る基準を定める。その基準の強さを越えれば、
プレイヤーB が不法行為を犯したと判断する。
プレイヤーBは、その不法行為をするかどう
かを決定する。以上の査察ゲームの基本的な
設定を、現実の裁判官の自由心象主義の設定
に合わせたモデルとして改良する。つまり、
プレイヤーAを裁判所（裁判官）、プレイヤー
Bを容疑者（市民）と考える。 
 
(2)上記のモデルにおけるプレイヤーBが不
法行為をしたと判断された時の刑罰の大き
さを表すパラメーター、プレイヤーAがその
行為をどのくらいの社会的損失と評価する
かといったパラメーターの値の変化が、証拠
基準、犯罪確率、冤罪発生確率などにどのく
らいの影響を与えるかを比較静学の手法を
用いて分析する。 
 
(3)上記のモデル分析に基づいたゲーム理論
モデルの実験をいくつか行う。これらの実験
の中で、通常の合理的なプレイヤーを想定し
た場合には予想されない被験者の定型的な
行動とその原因を探る。 
 
(4)上記の原因に焦点をあてたゲーム理論実
験の実施や、進化ゲーム理論を使って、被験
者集団からなるダイナミックな適応過程の
理論モデルによって、その原因を均衡として
内生化する方法を探る。 
 
(5)上記(1)のモデル構築や(2)のモデル分析
において、ゲーム理論の知見と刑事訴訟法の
専門的な知識の交流をはかる。そこで理解が
深まった融合的な知見を考慮に入れて、戦略
的な要素が当事者の意思決定に強く影響す
るであろう黙秘や自白にまつわる具体的な
事例の分析をする。 
 
(6)本研究のゲーム理論実験の結果や最新の
ゲーム理論、行動ゲーム理論の知見をもとに、
戦略的な要素が強い「法と経済学」における
分析対象を広範に議論し、より詳細な分析の
可能性を探る。特に寡占市場の企業に対する
公的な諸規制や公共選択論における市場と
組織の問題などの応用研究の可能性を探る。 
 



 

 

４．研究成果 
 
(1)査察ゲームを利用して、証拠法に関する
基礎的なゲームモデルを構築した。そのモデ
ルの比較静学分析によって判明した主な結
果はと展望は以下である。 
 
①市民にとっての刑罰の重さが重くなると
き、犯罪発生確率は低下する。 
 
②市民にとっての刑罰の重さや、犯罪行為以
外から得ることができる利得の増減と、冤罪
発生確率の増減との間にはシンプルな関係
が存在しない。冤罪発生確率は、これらのパ
ラメーターの増加に対して、増加する場合も
あれば減少する場合もある。 
 
③市民にとって犯罪行為以外から得ること
ができる利得が増えると、裁判で有罪を確定
する基準が厳しくなる。つまり、より強い証
拠に対してのみ、有罪を確定するようになる。 
 
④以上の結果は、証拠を強弱順に直線状に並
べることができると仮定した場合である。証
拠の次元を 2以上にすると分析が困難になり、
なおかつ比較静学の解釈も複雑になる。しか
し、分析手法の主たる部分は直線状に並べた
場合と同様であり、今後の早い時期の成果と
なる見込みである。 
 
⑤本モデルは裁判における証拠基準を内生
化するが、量刑の大きさは外政変数である。
量刑の大きさもプレイヤーの選択肢とする
ことでモデルをより現実的なものにするこ
とができる。 
 
⑥本モデルの結果は、市民プレイヤーを企業
と読み替えることで、懲罰的な独占禁止法の
適切な施行に対して、多くの含意がある。分
析結果のこのような実務的な解釈を深める
のは今後の課題である。 
 
(2)上記ゲームの実験を実施していく中で、
被験者の定型的な行動に強く影響を与えて
いるにもかかわらず、合理的なプレイヤーに
とっては意味のないものとして通常のゲー
ム理論が想定していないものが顕在化して
きた。一つ目は、プレイヤー間の初期保有量
の格差である。二つ目は、実験実施において
被験者の選択肢につけられた選択肢の名前
であり、フレーム効果と呼べるものである。
それぞれの効果を詳しく検討するため、以下
の実験と理論研究の成果を得た。 
 
①査察ゲームは均衡が混合戦略の組となる。
被験者アンケートから相手プレイヤーとの
初期保有格差に被験者の注意が向かってい

ることが判明したが、その効果と混合戦略に
よる戦略の関係が複雑であったため、単純な
囚人のジレンマ・タイプのゲームを逐次手番
に変形した信頼ゲームで、初期保有の格差が
プレイヤーの行動に与える影響を検証した。
そこでは、プレイヤー間の初期保有格差が大
きいとき、通常のゲーム理論の予測に近い行
動が観察されることが判明した。 
 
②フレーム効果が定型的に観察されるとい
うことは、被験者集団の中である特定の記号
が行動の調整デバイスが機能していること
を意味する。この問題を理論的に解明するた
めに、確率進化ゲーム理論を応用した。プレ
イヤーにゲームをプレイする場所を選択で
きるような可動性を加味すると、異なるフレ
ームがそれぞれの場所で長期確率安定状態
として併存することが示された。 
 
③今後は、これらの初期保有の格差やフレー
ムの出現が、裁判システムをベースとしたダ
イナミックな社会秩序形成に与える理論
的・実験的両面の研究が課題となる。 
 
(3)垂直的な企業統合を想定した産業組織論 
(ボトルネック独占)のモデルにおいて、上流
と下流企業の統合が、下流市場の経済効率を
改善するケースが戦略的環境の設定下で示
された。このような文脈での企業に対して、
懲罰的な独占禁止法を適用する際の基準な
どに再考を迫る結果が判明したと言える。 
 
(4)刑事訴訟において戦略性の側面が強い自
白、黙秘そして証拠法に関するより専門的な
研究に対して、本研究のなかの戦略的な分析
手法や観点を議論を組み込んで、以下の研究
成果を得た。 
 
①自白には、虚偽のおそれのある自白の排除
等を問題とする自白法則（憲法 38 条 2 項、
刑事訴訟法 319 条 1 項）のほか、将来の違法
捜査の抑止等を問題とする違法収集証拠排
除法則も適用される」とする立場から、身柄
を拘束されていない被疑者の取調べによっ
て得られた自白はどのような場合に刑事裁
判で使用することが許されなくなるのかを
明らかにした。 
 
②黙秘権の不告知を理由に裁判での自白の
使用を認めなかった下級審裁判所の判例を
手がかりに、被疑者に黙秘権の告知をするこ
とにはどのような意味があり得るのかを明
らかにした。 
 
③黙秘権（自己負罪拒否特権）を消滅させて
証言を強制する制度である訴追免除制度の
導入は、憲法上可能であり、また、刑事訴訟



 

 

法理論との関係でも問題のないことを明ら
かにした。さらに、同制度を導入するならば、
証人が十分な証言をする誘因があることか
ら、「行為免責型」の制度ではなく、「使用免
責型」の制度の採用が妥当であるということ
を示した。 
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